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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

公 告

○令和３年度職業訓練指導員試験公告 （雇用労政課取扱い）１

令和３年度職業訓練指導員試験公告

職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号。以下「法」という。）第30条第１項の規定により，

令和３年度職業訓練指導員試験を次のとおり実施する。

令和３年７月２日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 試験の実施期日

 学科試験

令和３年９月５日（日）

ア 指導方法 午前10時から午前11時まで

イ 関連学科 実施しない。

 実技試験

実施しない。

２ 試験の実施場所

かごしま県民交流センター（鹿児島市山下町14番50号）

３ 試験を実施する免許職種

職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令第24号。以下「省令」という。）別表第11

の免許職種の欄に掲げる免許職種

４ 学科試験の科目

指導方法（職業訓練原理，教科指導法，訓練生の心理，生活指導及び職業訓練関係法規）

５ 受験資格

試験を受けることができる者は，法第30条第３項に定める者であって，６に該当すること

により，実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科の免除を受けることができるものとす

る。ただし，次のいずれかに該当する者は，試験を受けることができない。

 禁錮以上の刑に処せられた者

 職業訓練指導員免許の取消しを受け，当該取消しの日から２年を経過しない者

６ 試験の免除

実技試験又は学科試験の全部又は一部の免除を受けることができる者は，次のとおりとす

る。

免除を受けることができる者 免 除 の 範 囲

免許職種に関し，１級の技能検定又は単一 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学

等級の技能検定に合格した者 科

免許職種に関し，２級の技能検定に合格し 実技試験の全部

た者

職業訓練指導員免許を受けた者 学科試験のうち指導方法及び関連学科の系
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基礎学科（当該免許職種に係る職業訓練指

導員試験に係る系基礎学科と同一の系基礎

学科に限る。）

免許職種に関し，職業訓練指導員試験にお 実技試験の全部

いて実技試験に合格した者

職業訓練指導員試験において学科試験のう 学科試験のうち指導方法

ち指導方法に合格した者

免許職種に関し，職業訓練指導員試験にお 学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は

いて学科試験のうち関連学科の系基礎学科 専攻学科（フォークリフト科，建築物衛生

又は専攻学科（フォークリフト科，建築物 管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導

衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練 員試験にあっては，学科試験のうち関連学

指導員試験にあっては，学科試験のうち関 科）

連学科）に合格した者

職業訓練指導員試験において学科試験のう 学科試験のうち関連学科の系基礎学科（当

ち関連学科の系基礎学科に合格した者 該職業訓練指導員試験に係る系基礎学科と

同一の系基礎学科に限る。）

免許職種に関し，実務経験者訓練技法習得 学科試験のうち指導方法

コースの指導員養成訓練を修了し，職業訓

練指導員試験において学科試験のうち指導

方法に合格した者と同等以上の能力を有す

ると職業能力開発総合大学校の長が認める

者（法第30条第３項に定める職業訓練指導

員試験を受けることができる者に限る。）

免許職種に関し，実務経験者訓練技法習得 学科試験のうち関連学科

コースの指導員養成訓練を修了し，職業訓

練指導員試験において学科試験のうち関連

学科に合格した者と同等以上の能力を有す

ると職業能力開発総合大学校の長が認める

者（法第30条第３項に定める職業訓練指導

員試験を受けることができる者に限る。）

免許職種に関し，実務経験者訓練技法習得 実技試験の全部

コースの指導員養成訓練を修了し，職業訓

練指導員試験において実技試験に合格した

者と同等以上の能力を有すると職業能力開

発総合大学校の長が認める者（法第30条第

３項に定める職業訓練指導員試験を受ける

ことができる者に限る。）

免許職種に関し，応用課程又は特定応用課 学科試験のうち関連学科

程の高度職業訓練を修了した者

免許職種に関し，専門課程又は特定専門課 学科試験のうち関連学科

程の高度職業訓練を修了した者

学校教育法（昭和22年法律第26号）による 学科試験のうち関連学科

大学又は高等専門学校において免許職種に

関する学科を修めて卒業した者（当該学科

を修めて専門職大学前期課程を修了した者

を含む。）

省令別表第11の３の免許職種の欄に掲げる 省令別表第11の３の免除の範囲の欄に掲げ

免許職種について同表の試験の免除を受け る試験

ることができる者の欄に掲げる者

省令第45条の２第３項第４号に規定する者 実技試験の全部
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７ 試験手数料

学科試験 3,100円

８ 受験手続

 提出書類等

ア 職業訓練指導員試験受験申請書

イ 写真（申請前６月以内に撮影した縦４センチメートル，横３センチメートルの脱帽正

面上半身像のもので，裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

ウ 受験資格を証明する書面

エ 試験の免除を受けようとする者は，試験の免除を受けることができる者であることを

証明する書面

オ 試験手数料（鹿児島県収入証紙を受験申請書に貼り付けて納入すること。ただし，送

付の方法により受験申請書を提出する者で，鹿児島県収入証紙を入手しにくいものにあ

っては，鹿児島県収入証紙に代えて普通為替証書又は定額小為替証書を同封することが

できる。なお，受験申請書等を受理した後は，試験手数料は返還しない。）

 提出書類等の提出先

鹿児島県商工労働水産部雇用労政課（鹿児島市鴨池新町10番１号 郵便番号 890－

8577）

９ 提出書類等の受付期間

令和３年７月15日（木）から同年８月５日（木）までのそれぞれの日（県の休日を除く。）

の午前８時30分から午後５時15分までとする。

なお，送付の方法により提出する場合は，令和３年８月５日の消印のあるものまで受け付

ける。

10 職業訓練指導員試験受験申請書の用紙の交付

職業訓練指導員試験受験申請書の用紙は，鹿児島県商工労働水産部雇用労政課において交

付する。

なお，同用紙を送付の方法により請求するときは，宛先及び郵便番号を明記し，140円分

の切手を貼った返信用封筒（縦33センチメートル，横24センチメートルの角形２号）を同封

すること。

11 受験票の交付

職業訓練指導員試験受験申請書を受理し，受験資格があると認めた者に対しては，受験票

を交付する。

12 合否判定の基準

学科試験の指導方法について満点の６割以上の得点がある場合に合格とする。

13 合格者の発表

合格者の受験番号を令和３年９月24日（金）に鹿児島県商工労働水産部雇用労政課前の廊

下及び鹿児島県のホームページ（https://www.pref.kagoshima.jp/）において掲示するとと

もに，合格者に対し，郵便により通知して行う。

14 その他

 試験についての照会（試験の合否に係るものを除く。）は，鹿児島県商工労働水産部雇用

労政課（電話099－286－3019）に対して行うこと。

 提出書類等を送付の方法により提出する場合は，必ず書留郵便によるものとし，封筒の

表に「職業訓練指導員試験受験申請書在中」と朱書すること。

 試験に関して，不正行為を発見したときは，その者について試験を停止させ，又はその

者の試験を無効とする。

なお，不正の手段によって試験を受け，合格した者に対しては，合格を取り消し，合格

証書を返還させる。

 受験者のうち希望する者には，鹿児島県個人情報保護条例（平成14年鹿児島県条例第67

号）第23条の規定により試験結果（科目別得点）を開示する。

なお，開示を行う期間は合格者の発表の日から起算して１月間とし，開示を行う場所は

鹿児島県商工労働水産部雇用労政課とする。


